
質問に対する回答書 

  令和６年 ４月３０日  

   質問者 様  

甲賀市長 岩 永 裕 貴   

      （公印省略）      

担当 建設部建設管理課      

     工事名    令和５年度 第１５０号 甲賀スタジアムスコアボード改修工事（設計・施工） 

               

 質問事項 

番 
号 

実施要領
等の該当
項 

質  疑  事  項 回      答 

１ 

実施要領６

参加資格

（８） 

完了実績について、「製作及び設置工事」と記載あります

が、「製作」とは現地にてスコアボードの設置組立てを行

い完成品として提供することの認識でよろしいでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 

２ 

実施要領６

参加資格

（８） 

完了実績について、物品供給契約書にて取交しをした完了

実績を工事実績調書へ記載させて頂いても問題ございませ

んでしょうか。こちらは元請にて本件同様のスコアボード

の設置作業も含む形の契約となっております。 

物品供給契約であっても、参加資格(８)の工事実績と同等

であると確認できる場合は工事実績とみなします。 

３ 

実施要領６

参加資格

（９） 

技術者資格について１級施工管理技士との記載があります

が、同等の工事監理の資格である監理技術者（通信）の資

格を有する者を配置技術者として認めて頂くことはできま

すでしょうか。 

実施要領に記載のとおりです。 



４ 
様式４ 

別紙１ 

技術提案書について「副本について提案事業者名が特定で

きるものは排除すること」と記載がありますがメーカー名

も記載しないようにするという認識でよろしいでしょう

か。また、別紙１審査基準に「市内業者の活用」とありま

すが、市内業者の会社名は技術提案書の副本に記載しても

よいのでしょうか。 

提案事業者が特定できるものとしており、ＬＥＤ機器

等のメーカー名の記載は可能です。ただし、自社やグ

ループ会社等の関連会社が製造している場合は、「自社

製造」や「グループ会社製造」のように提案事業者が特

定できないように配慮してください。 

 市内業者の会社名についても、上記と同様の扱いとし

てください。 

５ 
特記仕様書

Ⅳ 

施工条件について、本工事期間中において作業が行えなく

なるような近接工事はありますでしょうか。（工事期間中

に他業者が工事する為、工事できない期間があるか） 

同期間に甲賀スタジアムにおいて、更衣室・トイレの

改修工事を予定しています。V．特記事項６のとおり協

議・調整を十分行い、工事の円滑な進捗を図ってくださ

い。 

また、水口スポーツの森内において、水口スポーツの

森管理棟外建築工事、多目的グラウンド人工芝改修工

事、テニスコート照明設備設置工事、陸上競技場防水改

修工事、トイレ改修工事を行う予定をしています。搬入

出等で園路を使用する場合には調整が必要となる場合が

あります。 

６ 
実施要領６

参加資格

（８） 

「過去１０年間にスポーツ施設の大型映像装置（フルカ

ラーＬＥＤ方式を用いて情報発信するための装置で表示部

面積が５０㎡以上のもの）の製作及び設置工事の完了実績

（以下、「工事実績」）を有するもの。」とありますが、

弊社は当該機器設計（システム制作含）・施工（工事実

績）および保守実績がございます。つきましては、弊社は

製造メーカーではございませんが、要件を満たすものとし

てよろしいでしょうか。 

質問１のとおりであり、製造メーカーに限定したもので

はありません。 

７ 
特記仕様書

Ⅲ３．

（３） 

④５０００ｃｄ／㎡以上（白表示、初期値）について 

白表示・・・ 

①表示パネルの表示面積全部を同時に白色に点灯させるこ

と 

②表示パネルのうち、一部を白色に点灯させること 

①②のどちらか、もしくはその他の定義であるか。 

 

初期値・・・ 

①現地設置後の点灯試験時の値 

②製品出荷時の工場検査時の値（現地では試合使用に支障

白表示とは表示パネルのうち一部を白色に点灯させた場

合を想定していますが、全表示パネルにおいて輝度が保

証されるものとします。 

 

初期値とは製品出荷時の工場検査の値であり、工場出荷

時の輝度出力が可能な設定で納入されると想定していま

す。 



のない輝度でよい） 

①②のどちらか、もしくはその他の定義であるのか。 

８ 

審査基準

（別紙１） 

維持管理計

画 

１１ランニングコスト・ライフサイクルコスト 運営・維

持コストは低く抑えられるか（電気料、点検費、その他）

について 

スコアボード一時間当たりの電気料でよいでしょうか？

また、計算には契約電気料単価が必要になります。公平性

を期すために、料金単価を開示していただけないでしょう

か。またその他とは、どんなものが該当するのでしょう

か。 

部品の費用の場合、経過年数で価格が変更になる場合が

ございます。また、納入後何年までの金額提示が必要で

しょうか。 

 

電気料は年間稼働時間を５００時間とし、１５円／ｋ

Ｗｈとして年間費用を算出してください。 

 

「その他」とは、提案されるスコアボードの運用にお

いて通常必要となる費用で電気料と点検費以外で該当す

るものです。例えば、保守契約を行う場合はその契約費

用が必要になり、サポート体制により必要になる費用が

異なる場合や部品等の交換が必要になる場合が考えられ

ます。 

  

納入後１５年間に通常必要となる年間維持管理費用を

算出してください。また、交換が必要となる部品等があ

る場合はその単価及び交換費用（公告日時点の価格）を

算出してください。 

 


